
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 25 年、年末調整の注意点               

Ｑ：年末調整の時期が近づいてきましたが、

今年は、どのような点に注意したらいいです

か？ 

                                              

Ａ：次の点に注意してください。 

【解説】 

平成25年度の年末調整において改正された

点は、次のようなところです。 

 ①給与所得控除の改正 

  給与所得の金額は、「年末調整のための給

与所得控除後の給与等金額の表」を使って

求めますが、給与等の収入金額が1,500万円

を超える場合は、一律245万円の定額を控除

することとなっています。年末調整におい

ては、給与収入が1,500万円超の者について、

給与所得控除額が一律245万円となります

ので注意してください。 

 ②復興特別所得税の創設 

  平成25年度から、復興特別所得税を通常の

源泉所得税と併せて源泉徴収することにな

りましたので、年末調整も所得税と復興特

別所得税の合計額で行うことになります。

手順は、これまでと変わりませんが、年調

年税額は、算出所得税額から住宅借入金等

特別控除額を控除した後の年調所得税額に

102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)と

なる点に注意してください。 

 ③源泉徴収に係る申告書等の保存 

  年末調整に係る申告書等は、これまで、通

達により規程されていましたが、法令化さ

れ、申告期限の属する年の翌年１月10日の

翌日から７年間保存することになりました。 
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